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［現行］ [変更後]

※フリーランス法とは？

公益社団法人　和歌山市シルバー人材センター

　シルバー人材センターを利用される発注者の皆さまにおかれましては、契約方法の変更につい
てご理解をお願いいたします。

▼マッチング・再委託

▼発注・業務委託

　　　　▼サポート

　　　　▼利用申込

　令和５年５月１２日に、いわゆる「フリーランス法」（「特定受託事業者に係る取引の適正化
等に関する法律」）が公布されました。この法律の趣旨※を踏まえ、またフリーランス法の施行
（令和６年１１月1日）により、シルバー人材センターの会員に業務委託する契約について、令
和８年４月１日より、新しい契約方式に移行することとなりました。

公益社団法人　全国シルバー人材センター事業協会

　シルバー人材センターを通じて会員が就業機会の提供を受ける現行の契約方法では、発注者と
会員との間に直接的な契約関係が生じる構造となっていません。

　このため、フリーランスに位置づけられる会員が、法による保護を受け、安心・安全に就業で
きる環境を整備する必要があり、厚生労働省からも、シルバー人材センターの契約方法につい
て、見直しを行うよう方針が示されています。

　個人が事業者（特定受託事業者。いわゆるフリーランス。「シルバーの会員」も該当）として受託し
た業務に安定的に従事することができる環境を整備するため、特定受託事業者に業務委託をする事業者
（特定業務受託事業者。いわゆる発注者）に対して、給付の内容（いわゆる報酬）その他の事項の明示
が義務付けられています。

フリーランス法の施行に伴い

シルバー人材センターの契約方法を見直します
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現行と変更ありません。

手続きは現行と変更ありません。

新たな内容となりますが、事務手続きの流れはこれまでと同じです。

会員分の業務委託料に係る適格請求書は原則発行できません。

【新】
適格請求書の発行

センター分の業務委託料に係る適格請求書は発行します。

公益社団法人　全国シルバー人材センター事業協会
公益社団法人　和歌山市シルバー人材センター

フリーランス法に基づく就業条件の明示については、センターが業務
仕様に基づき、就業条件を記載した「会員業務仕様書」を作成し、
マッチングの際に会員に案内します。

会員が業務仕様書の内容に同意すれば、発注者と会員の間で業務委託
契約が成立する仕組みとなります。

変更点はセンターへの業務委託料と会員への業務委託料に分かれた内
訳となります。センターがまとめて請求しますので、手続きは変わり
ません。

発注の準備

【新】
センター利用契約の締結

【新】
会員への就業条件の明示
と業務委託契約の成立

【新】
業務委託料の請求

変更後

（センターは、発注される仕事の内容等をお伺いし、業務仕様などを
調整します）

なお、変更点はセンターを利用して会員に業務委託することに係る契
約内容となり、センターは主に仕事と就業する会員とのマッチングや
総合調整を担うことになります。

新たな内容となりますが、センターで対応しますので、発注者の作業
は発生しません。

　現行では、発注者はシルバー人材センターに対し、業務一式を業務委託契約していましたが、
今後は以下の①と②の内訳で発注することになります。

　①シルバー人材センターに対するマッチングや調整等の業務委託

　（シルバー人材センター利用契約）

　②会員業務委託契約（依頼する仕事）

●発注依頼から業務終了までの主な流れ

　なお、契約方法の見直し後においても、シルバー人材センターはこれまでと変わらないサービ
スを提供しますので、発注者の皆さまは、これまでどおり、安心してシルバー人材センターをご
利用くださいますようお願いいたします。

契約方法の見直しによる現行との変更点


